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   中野区乳児等通園支援事業扶助要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、中野区乳児等通園支援事業実施要綱（２０２６

年中野区要綱第   号。以下「実施要綱」という。）第１条に規定

する事業の実施に係る費用の扶助に関し必要な事項を定めるものと

する。  

 （扶助対象者）  

第２条  この要綱の規定による扶助費（以下単に「扶助費」という。）

の支給の対象となる者（以下「扶助対象者」という。）は、次条に

規定する扶助事業を実施する者とする。  

 （扶助事業）  

第３条  扶助費の支給の対象となる事業（以下「扶助事業」という。）

は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。  

 ⑴  事業のうち公募により選定されたもの（公募により選定された

事業で当該選定後に初めて事業を実施する年度の翌年度以後にお

いて継続して実施されている事業であるときは、各年度における

事業の開始の前に必要な協議を行っているものに限る。）である

こと。  

 ⑵  中野区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例（令

和８年中野区条例第   号。以下「条例」という。）に規定する

基準を満たす事業であること。  

 ⑶  当該年度において、事業の実施要綱第３条第１項第１号に規定

する実施施設（以下「実施施設」という。）である保育所等の利

用定員を削減し、又はその休止をしないこと（中野区長（以下

「区長」という。）が特に必要と認める場合を除く。）。  

 ⑷  実施要綱第３条第３項に規定する利用者（以下「利用者」とい
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う。）から特定乳児等通園支援費用基準額（子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号）第３０条の２０第３項に規定する

額をいう。）又は事業の提供に当たるその質の確保及び向上を図

る上で必要であると認められる対価の支払を受けていないこと。  

 ⑸  当該年度の末日までに完了するものであること。  

 ⑹  当該年度の前年度において実施要綱第９条第１項の規定による

申出をしていること（当該事業が当該年度の前年度から継続して

実施されている場合に限る。）。  

 （扶助対象経費等）  

第４条  扶助費の支給の対象となる経費は、事業の実施について中野

区（以下「区」という。）の区域内に居住する実施要綱第４条に規

定する対象児童（以下「対象児童」という。）の実施要綱第３条第

１項第１号に規定する預かり（以下「預かり」という。）に必要な

経費とし、扶助費の額は、次に掲げる額の合計額とする。  

 ⑴  ０歳児クラス（当該年度の初日においてその属する児童が１歳

未満の者である児童の一団をいう。以下同じ。）に属する児童に

相当する対象児童１人当たり１，７００円に子ども・子育て支援

法第３０条の２０第３項に規定する内閣府令で定める時間を超え

て当該預かりをした時間数を乗じて得た額  

 ⑵  １歳児クラス（当該年度の初日においてその属する児童が１歳

である児童の一団をいう。以下同じ。）に属する児童に相当する

対象児童１人当たり１，４００円に子ども・子育て支援法第３０

条の２０第３項に規定する内閣府令で定める時間を超えて当該預

かりをした時間数を乗じて得た額  

 ⑶  ２歳児クラス（当該年度の初日においてその属する児童が２歳

である児童の一団をいう。以下同じ。）に属する児童に相当する

実施要綱第４条第２号に掲げる者に該当する対象児童１人当たり
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１，４００円に当該預かりをした時間数を乗じて得た額と２歳児

クラスに属する児童に相当するそれ以外の対象児童１人当たり１，

４００円に子ども・子育て支援法第３０条の２０第３項に規定す

る内閣府令で定める時間を超えて当該預かりをした時間数を乗じ

て得た額との合計額  

２  区長は、事業の実施に当たり区の区域内に居住する障害児（子ど

も・子育て支援法第３０条の１５第１項又は実施要綱第５条第１項

の規定による認定に当たり当該対象児童が障害児加算の対象となる

旨の認定を受けた対象児童をいう。以下同じ。）の預かりをした扶

助対象者であって、当該障害児の特性に応じた対応が可能な職員を

配置すること等により当該障害児に対して適切に乳児等通園支援を

提供するための体制を確保しているものに障害児加算として扶助費

を支給するものとする。この場合において、当該扶助費の支給の対

象となる経費は、当該預かりに要した経費とし、当該扶助費の額は、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の合計額とする。  

 ⑴  当該障害児が０歳児クラス又は１歳児クラスに属する児童に相

当する場合  当該障害児１人につき６００円に子ども・子育て支

援法第３０条の２０第３項に規定する内閣府令で定める時間を超

えて当該預かりをした時間数を乗じて得た額  

 ⑵  当該障害児が２歳児クラスに属する児童に相当する場合  当該

障害児が実施要綱第４条第２号に掲げる者に該当する場合は当該

障害児１人当たり６００円に当該預かりをした時間数を乗じて得

た額、それ以外の場合は前号に定める額  

３  区長は、事業の実施に当たり区の区域内に居住する医療的ケア児

（子ども・子育て支援法第３０条の１５第１項又は実施要綱第５条

第１項の規定による認定に当たり当該対象児童が医療的ケア児加算

の対象となる旨の認定を受けた対象児童をいう。以下同じ。）の預
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かりをした扶助対象者であって、看護師等の配置等により当該医療

的ケア児に対して適切に乳児等通園支援を提供するための体制を確

保しているものに医療的ケア児加算として扶助費を支給するものと

する。この場合において、当該扶助費の支給の対象となる経費は、

当該看護師等の配置等に要した経費とし、当該扶助費の額は、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の合計額とする。  

 ⑴  当該医療的ケア児が０歳児クラス又は１歳児クラスに属する児

童に相当する場合  当該医療的ケア児１人につき２，５００円に

子ども・子育て支援法第３０条の２０第３項に規定する内閣府令

で定める時間を超えて当該預かりをした時間数を乗じて得た額  

 ⑵  当該医療的ケア児が２歳児クラスに属する児童に相当する場合

 当該医療的ケア児が実施要綱第４条第２号に掲げる者に該当す

る場合は当該医療的ケア児１人当たり２，５００円に当該預かり

をした時間数を乗じて得た額、それ以外の場合は前号に定める額  

４  区長は、事業の実施に当たり区内に住所を有する要支援児童等

（子ども・子育て支援法第３０条の１５第１項又は実施要綱第５条

第１項の規定による認定に当たり当該対象児童が要支援家庭の子ど

も加算の対象となる旨の認定を受けた対象児童をいう。以下同じ。）

の預かりをした扶助対象者に要支援家庭の子ども加算として扶助費

を支給するものとする。この場合において、当該扶助費の支給の対

象となる経費は、当該預かりに要した経費とし、当該扶助費の額は、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の合計額とする。  

 ⑴  当該要支援児童等が０歳児クラス又は１歳児クラスに属する児

童に相当する場合  当該要支援児童等１人につき６００円に子ど

も・子育て支援法第３０条の２０第３項に規定する内閣府令で定

める時間を超えて当該預かりをした時間数を乗じて得た額  

 ⑵  当該要支援児童等が２歳児クラスに属する児童に相当する場合



（案） 
 

 

 当該要支援児童等が実施要綱第４条第２号に掲げる者に該当す

る場合は当該要支援児童等１人当たり６００円に当該預かりをし

た時間数を乗じて得た額、それ以外の場合は前号に定める額  

５  区長は、扶助対象者の事業に従事する職員（専ら事業に従事する

職員又は当該実施施設と一体的に運用されている保育所等の基準外

職員（特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の

実施上の留意事項について（令和５年５月１９日付けこ成保３８・

５文科初第４８３号）に規定する公定価格における充足すべき職員

に該当しないものをいう。）を兼務する職員に限り、及び保育士と

なる資格を有しない者については区長が定める研修を受講する者に

限る。）の配置に要する費用について預かり体制強化加算として扶

助費を支給するものとする。この場合において、当該扶助費の額は、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の合計額とする。  

 ⑴  当該職員が保育士となる資格を有する場合  ２，０４２円に当

該職員の事業に係る１か月の所定労働時間数を乗じて得た額と２，

０４２円に当該実施施設において定める対象児童１人当たりの１

か月当たりの利用時間の時間数を乗じて得た額に当該実施施設に

おいて定める条例第３条第２項に規定する１月当たりの利用定員

の数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額  

 ⑵  当該職員が保育士となる資格を有しない場合  １，８３２円に

当該職員の事業に係る１か月の所定労働時間数を乗じて得た額と

１，８３２円に当該実施施設において定める対象児童１人当たり

の１か月当たりの利用時間の時間数を乗じて得た額に当該実施施

設において定める条例第３条第２項に規定する１月当たりの利用

定員の数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額  

６  第１項から第４項までの規定にかかわらず、利用者がその都合に

よりその利用の日の当日に事業の利用を取りやめたとき（当該取り
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やめられた事業の利用に係る時間にその対象児童に代わり別の対象

児童に事業を利用させた場合を除く。）は、これらの規定に規定す

る預かりがされたものとみなしてこれらの規定に規定する扶助費を

支給する。この場合において、当該扶助費の額は、当該預かりをし

た時間数が当該されたものとみなす当該預かりの予定の時間数であ

ったものとしてこれらの規定により計算した額とする。  

７  第２項から第４項までの規定にかかわらず、扶助事業者は、第２

項に規定する障害児加算の算定に係る対象児童について第３項に規

定する医療的ケア児加算及び第４項に規定する要支援家庭の子ども

加算の算定を受けることができず、当該医療的ケア児加算の算定に

係る対象児童について当該障害児加算及び要支援家庭の子ども加算

の算定を受けることができず、並びに当該要支援家庭の子ども加算

の算定に係る対象児童について当該障害児加算及び医療的ケア児加

算の算定を受けることができない。  

８  前各項の規定にかかわらず、実施施設当たりの扶助費の額は、次

の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を上限とする。  

 ⑴  当該年度において子ども・子育て支援法第３０条の２０第３項

に規定する内閣府令で定める時間を超えて対象児童の預かりをし

た日及び実施要綱第４条第２号に掲げる者に該当する対象児童が

事業を利用した日の合計日数（以下単に「合計日数」という。）

が１日以上１０４日以下であったとき  ７，９６８，０００円  

 ⑵  合計日数が１０５日以上２０８日以下であったとき  １２，３

９８，０００円  

 ⑶  合計日数が２０９日以上であったとき  １４，５９６，０００

円  

９  前項に規定する合計日数を計算する場合において、子ども・子育

て支援法第３０条の２０第３項に規定する内閣府令で定める時間を
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超えて対象児童の預かりをした日において実施要綱第４条第２号に

掲げる者に該当する対象児童が事業を利用した日があるときは、そ

の日は、１日として計算するものとする。  

 （扶助費の支給の申請）  

第５条  扶助費の支給を受けようとする扶助対象者は、月ごとに、区

長が別に定める日までに中野区乳児等通園支援事業扶助費支給申請

書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなけれ

ばならない。  

 ⑴  扶助事業に係る実施状況報告書  

 ⑵  前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類  

 （扶助費の支給の決定等）  

第６条  区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を

審査し、扶助費の支給の可否を決定するものとする。  

２  区長は、前項の審査に当たり、実地の調査その他必要な調査を行

うことができる。  

３  区は、扶助費を支給することを決定したときは、中野区乳児等通

園支援事業扶助費支給決定通知書（第２号様式）により前条の規定

による申請をした者に通知するものとする。  

４  区長は、扶助費を支給する決定をするに当たり、必要な条件を付

することができる。  

 （扶助費の請求）  

第７条  前条第３項の規定による通知を受けた者（以下「扶助事業者」

という。）は、区長が別に定める日までに、乳児等支援給付費に係

る請求書兼中野区乳児等通園支援事業扶助費支給請求書（第３号様

式）により扶助費の支払を請求することができる。  

 （承認事項）  

第８条  扶助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あら
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かじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、

第１号及び第２号に掲げる事項のうち軽微なものについては、当該

変更について区長にする報告をもって当該申請及び承認に代えるこ

とができるものとする。  

 ⑴  扶助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。  

 ⑵  扶助事業の内容を変更しようとするとき。  

 ⑶  扶助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。  

 （状況報告）  

第９条  区長は、扶助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると

きは、扶助事業者に対しその遂行の状況に関し報告を求めることが

できる。  

 （事故報告等）  

第１０条  扶助事業者は、扶助事業が予定までに完了しない場合又は

扶助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必

要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければなら

ない。  

 （扶助事業の遂行命令等）  

第１１条  前２項の規定による報告、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２２１条第２項の規定による調査等により、扶助事業が

扶助費の支給の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行され

ていないと認めるときは、区長は、扶助事業者に対しこれらに従っ

て当該扶助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。  

２  扶助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、区長は、

当該扶助事業者に対し、当該扶助事業の一時停止を命ずることがで

きる。  

 （事情変更による扶助費の支給の決定の取消し等）  

第１２条  区長は、扶助費の支給の決定後の事情の変更等により特別
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の必要が生じたときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、又は

当該決定の内容等を変更することができる。  

２  扶助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、扶

助費の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

 ⑴  偽りその他不正の手段により扶助費の支給を受けたとき。  

 ⑵  扶助費を他の用途に使用したとき。  

 ⑶  扶助費の支給の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又

はこの要綱の規定による命令に違反したとき。  

 ⑷  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５８条第２項の規

定による認可の取消しがされたとき。  

 ⑸  子ども・子育て支援法第５４条の３において準用する同法第５

２条第１項の規定による確認の取消し又は確認の全部若しくは一

部の効力の停止がされたとき。  

 ⑹  合理的な理由なく事業を実施せず、区の指導及び勧告を受けて

も是正しないとき。  

 ⑺  事業の遂行が困難となったとき。  

 ⑻  事業に係る区の指導及び勧告を受けても是正に必要な措置を講

ぜず、及び区が指示した書類等を提出しないことその他事業の実

施を継続させることが不適当であると区長が認めるとき。  

 ⑼  前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。  

 （扶助費の返還）  

第１３条  区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当

該取消しに係る部分に関し、既に扶助費が支払われているときは、

期限を定めてその返還を命ずるものとする。  

 （違約加算金及び延滞金）  

第１４条  扶助事業者が扶助費の返還を命ぜられたときは、その命令

に係る扶助費の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該扶助



（案） 
 

 

費の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、

既納額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算

した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければ

ならない。  

２  扶助事業者が扶助費の返還を命ぜられた場合において、これを納

期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日まで

の日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５パーセントの割合

で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなけれ

ばならない。  

３  前２項に規定する年当たりの割合は、 閏
じゆん

年の日を含む期間につい

ても、３６５日当たりの割合とする。  

 （他の補助金等の一時停止）  

第１５条  扶助事業者が扶助費の返還を命ぜられたにもかかわらず、

当該扶助費、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場

合において、当該扶助事業者に対し、他の同種の事務又は事業につ

いて交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度におい

てその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺す

ることができる。  

 （財産処分の制限）  

第１６条  扶助事業者は、扶助事業により取得し、又は効用の増加し

た価格が単価５００，０００円以上の機械及び器具については、補

助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間

（令和８年内閣府告示第３号）に定める期間を経過するまでは、こ

の扶助費の支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供してはならない（区長の承認を受けた場合を除く。）。  

２  区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合

は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。  



（案） 
 

 

 （財産の管理）  

第１７条  扶助事業者は、扶助事業により取得し、又は効用の増加し

た財産については、扶助事業の完了後においても善良な管理者の注

意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければな

らない。  

 （書類等の整備保管）  

第１８条  扶助事業者は、扶助事業に係る収入及び支出を明らかにし

た帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長

の求めに応じて提出できるようにしなければならない。  

２  扶助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類について、扶助事業の完

了の日の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。  

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告等）  

第１９条  扶助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により扶助費

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、

速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、扶助

事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等である

場合であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、その本

部、本社、本所等（以下「本部等」という。）において消費税及び

地方消費税の申告を行っているときは、本部等の当該申告の内容に

基づき当該報告を行わなければならない。  

２  区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付を命ずること

ができる。  

 （補則）  

第２０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

   附  則  

 この要綱は、２０２６年４月１日から施行する。  


